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県
で
は
、
河
川
、
道
路
、
里
山
、

耕
作
放
棄
地
等
の
美
化
保
全
活
動

に
よ
り
環
境
保
全
や
住
民
自
治
・

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
精
神
を
醸
成

し
、
心
温
か
い
地
域
社
会
の
形
成

を
図
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
趣
旨
に
賛
同
さ
れ
る
団
体

は
、
次
の
と
お
り
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

◇
助
成
金
対
象
者

10
人
以
上
の

団
体

※
た
だ
し
、
未
成
年
者
の
み
で
構

成
す
る
団
体
は
除
く

◇
申
請
期
限

５
月
31
日
�

◇
実
施
期
間

平
成
17
年
４
月
〜
平
成
18
年
２

月
末
日
ま
で

◇
申
請
書
配
付
先

▼
役
場
都
市

建
設
課
（
河
川
・
道
路
の
美
化

活
動
に
関
す
る
も
の
）
▼
役
場

経
済
課
（
耕
作
放
棄
地
・
用
排

水
路
、
里
山
・
平
地
林
の
美
化

活
動
に
関
す
る
も
の
）

17
年
度
に
明
和
町
地
内
に
認
知

症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
（
認

知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
）
を

設
置
す
る
候
補
者
を
募
集
し
ま
す
。

設
置
者
は
、
館
林
保
健
福
祉
事

務
所
内
に
設
置
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
設
置
候
補
者
選
定
委
員
会

で
選
定
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
今
年
度
の
募
集
は
今
回

限
り
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

◇
応
募
資
格

法
人
ま
た
は
法
人

を
設
立
し
よ
う
と
す
る
か
た

◇
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
設
置
数

１

ユ
ニ
ッ
ト

◇
申
し
込
み

保
健
福
祉
課
に
用

意
し
て
あ
る
事
前
説
明
書
に
必

要
事
項
を
記
入
し
期
間
内
に
提

認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
設
置
候
補
者
の
募
集

20
歳
以
上
の
学
生
の
か
た
も
国

民
年
金
に
加
入
し
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
申

請
し
承
認
を
受
け
る
こ
と
で
、
学

生
期
間
中
の
保
険
料
の
納
付
が
猶

予
さ
れ
る『
学
生
納
付
特
例
制
度
』

が
あ
り
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
家
族
の
収
入
に

関
係
な
く
、
学
生
本
人
の
所
得
を

基
準
と
し
て
審
査
が
行
わ
れ
ま

す
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
学
生
本

人
に
所
得
が
な
い
こ
と
か
ら
、
大

部
分
の
学
生
が
こ
の
制
度
に
該
当

す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

一
部
対
象
外
の
学
校
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
猶
予
を
受
け
て
い
る
期
間

中
に
事
故
な
ど
で
障
害
を
負
っ
た

場
合
は
、
障
害
基
礎
年
金
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
猶
予
を
受
け
た
期
間
は

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間

に
反
映
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に

は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
満
額
の
老

齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
に

は
、
10
年
以
内
に
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
（
追
納
）
が
必
要
で
す
。

申
請
さ
れ
る
か
た
は
、
学
生
証

を
お
持
ち
の
う
え
、
住
民
課
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
は

毎
年
必
要
で
す
。

※
詳
し
く
は
、
住
民
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

美
化
活
動
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
募
集

学
生
の
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す

出
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
申
込
期
間

５
月
16
日
�
〜
６
月
10
日
�

（
厳
守
）

※
詳
し
く
は
、
保
健
福
祉
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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